
   

 

 

 

2 0 2 1 年 ８ 月 19 日 

九州電力送配電株式会社 
 

大雨により被災されたみなさまに対する託送料金等の特別措置の対象地域を追加します 

― ５市２町を新たに特別措置の対象地域に追加 ― 

 
 2021年８月11日からの大雨により被災されたみなさまに、心からお見舞い申し上げます。 

当社は、上記災害により、災害救助法が適用された地域および隣接する地域において、住

居等に被害を受けられた方からお申し出があった場合には、託送料金等の特別措置を講ずる

こととしております。                 （2021 年８月 18 日お知らせ済み） 

 このたび、災害救助法の適用地域が拡大されたことから、当該市町村および隣接する市町

村を「託送供給等約款以外の供給条件」による特別措置の対象地域に追加しますので、お知

らせいたします。 
 
１ 特別措置の対象地域として追加する市町村  
   福岡県 柳川市，みやま市，大牟田市 

   大分県 日田市 

   熊本県 山鹿市，玉名郡南関町・和水町  
※ 特別措置の対象市町村（前回お知らせ済みの市町村を含む）は別紙を参照ください。 

 

２ 特別措置の内容および申込み方法 
 

特別措置の詳細内容、適用期間および申込み方法等は別紙を参照ください。 
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